
低炭素型自動車交通推進事業費補助金（バス分野）交付規程

第１章 総 則

（適 用）

第１条 この交付規程は、経済産業大臣が定める低炭素型自動車交通推進事業費補助金交付要綱（以

下「要綱」という。）第２１条の規定に基づき、公益社団法人日本バス協会（以下「日バス協」と

いう。）の交付の手続き等を定め、もってその業務の適正かつ確実な処理を図る。

２ 日バス協が行う当該補助金の交付は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

３０年法律第１７９号。以下「適正化法」という。）及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「施行令」という。）並びに要綱に定めるとこ

ろによるほか、この交付規程の定めるところによる。

（目 的）

第２条 この補助金は、自動車交通分野の輸送の効率化を促進するため、一般乗合旅客自動車運送

事業の利便性向上や利用促進に関する複数の取組みを総合的に講じる事業に対して必要な経費の

一部を補助する事業（以下「補助事業」という。）を行うことにより、マイカー利用から乗合バス

等利用への転換を促進し、旅客自動車交通分野のエネルギー使用量等を削減し、もって旅客自動

車分野の省エネルギー・低炭素化の促進を目的とする。

（用語の定義）

第３条 この交付規程において使用する用語は、特に定めのない限り要綱において使用する用語に

よるものとする。

第２章 補助事業

（交付の対象）

第４条 日バス協は、この補助金の目的を達成するため、国の補助金の交付を得て、補助事業に必

要な経費の一部を予算の範囲内において交付する。

２ 補助金交付の対象となる事業は、以下の各号に掲げる取組みから２つ以上を組み合わせること

とする。（ただし、７号については、７号での２つ以上の組み合わせも対象とする。）

（１）ルート・ダイヤの利便性の向上に資するための取組み

（２）速達性・定時制向上に資するための取組み

（３）バス停留所利用圏域拡大に資するための取組み

（４）価格競争力の向上に資するための取組み

（５）わかりやすさの向上に資するための取組み

（６）バス利用率の向上に資するための取組み

（７）その他マイカー利用から路線バス利用への転換促進に資するための取組み

３ 第１項の経費のうち、補助金交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表

に掲げるとおりとする。



（補助事業に係る補助率及び補助金の額）

第５条 補助事業に係る補助率は補助対象経費の１／２以内とし、補助金の交付限度額については、

一事業当たり下限額を３百万円、上限額を３千万円とする。ただし、総額は予算の範囲内とする。

（補助事業の募集等）

第６条 日バス協は、補助金の交付の申請について、広く一般に募集するものとし、その期間等に

ついては、別に定めるものとする。

（申請者の資格等）

第７条 申請者は、一般乗合旅客自動車運送事業者等であって、以下の各号のいずれかに該当する

ものとする。

（１）一般乗合旅客自動車運送事業者

（２）乗合バス関連の機器・システムメーカー、コンテンツプロバイダ（申請にあたっては、（１）

又は（３）の者と共同で事業を行うこととする。）

（３）一般乗合旅客自動車運送事業者を構成員に含む団体・協議会

（４）地方公共団体（申請にあたっては、（１）又は（３）の者と共同で事業を行うこととする。）

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、申請することができない。

（１）道路運送法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、そ

の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者（法人にあ

っては、その役員）

（２）経済産業省から補助金等の交付及び事業の委託の停止処置を受け、その停止期間が経過し

ていない者

（申 請）

第８条 申請者は、第６条の規定に定めるところにより、補助事業の申請をしようとするときは、

様式第１による補助金交付申請書に日バス協が定める書類を添付して、日バス協が別に定める期

間に提出しなければならない。

２ 申請者は、前項の申請に際して、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１

０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税

法（昭和２５年法律第２２６号の規定による地方消費税法の税率を乗じて得た金額の合計額に補

助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減額して申請しなけれ

ばならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては

この限りではない。

３ 補助対象経費に自社製品の調達又は関係会社からの調達分（工事等を含む。）がある場合、別に

定める方法により利益等を排除して交付申請をすること。ただし、申請時において利益等の金額

が明らかでないものについては、この限りでない。



（審査委員会）

第９条 日バス協は、補助金の交付決定を適正に行うため、日バス協内に低炭素型自動車交通推進

事業審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置する。

２ 審査委員会の設置、運営及び審査に必要な事項は、別に定める。

（交付の決定等）

第１０条 日バス協は、第８条第１項の規定による申請書の提出があり、その申請に係る書類の審

査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請が本交付規程に適合すると認めたときは、

審査委員会に付議するものとする。

２ 日バス協は、当該申請に係る審査委員会の審査の結果を受け、補助金を交付すべきと認めたと

きは予算の範囲内において速やかに交付決定を行い、様式第２による補助金交付決定通知書によ

り申請者に通知を行うものとする。

３ 日バス協は、前項の通知を行うに当たり、条件を付すことができるものとする。

４ 日バス協は、第２項の交付決定を行うに当たり、補助対象経費の１／２以内又は補助金の交付

限度額のいずれか低い額を補助金の交付決定額とする。

５ 日バス協は、第２項の交付決定を行うに当たり、第８条第２項の規定による申請がなされたも

のについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額を

減額して交付決定を行うものとする。

６ 日バス協は、第８条第２項のただし書きによる申請がなされたものについては、補助金に係る

消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行う旨の条件を付して交付の

決定をするものとする。

７ 日バス協は、当該申請に係る第１項の審査委員会の審査の結果を受け、当該事業が採択されな

かったときは、様式第３による補助金交付申請不採択通知書により申請者にその旨を通知するも

のとする。

（申請の取下げ）

第１１条 前条第２項の補助金交付決定通知を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）が、当

該交付決定通知の内容又はこれに付された条件に不服があり、当該申請を取下げようとするとき

は、当該交付決定通知を受けた日から起算して、７日以内に様式第４による補助金交付申請取下

書を日バス協に提出しなければならない。

第３章 補助事業の実施

（補助事業の開始等）

第１２条 補助事業者は、第１０条第２項に定める補助金交付決定日以降、その交付の決定の内容

に基づく補助事業を開始することができる。ただし、交付決定日以前において、申請者の自己責

任で準備等を行うことについてはこれを妨げないが、これに要した経費については補助対象外と

する。



２ 補助事業者は、当該補助金交付決定通知を受けた日の属する会計年度の２月１５日までに、少

なくとも３ヵ月以上の実証事業及び効果検証を行い、補助事業を完了しなければならない。

（契約等）

第１３条 補助事業者は、当該補助事業の実施にあたって、売買、請負その他契約をする場合は、

一般の競争に付さなければならない。ただし、当該補助事業の遂行上、一般の競争に付すること

が困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。

２ 補助対象経費の支払いは、手形によるものではないこと。

（計画変更等の承認等）

第１４条 補助事業者は、第８条第１項に定める様式第１の補助金交付申請書又は添付書類の内容

を変更しようとするとき、又は次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ様式第５によ

る補助事業計画変更等承認申請書を交付決定通知を受けた日の属する会計年度の１月１０日まで

に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第１号及び第３号ただし書きの軽微な変

更にあっては、様式第６による補助事業計画変更等届出書を日バス協に届け出ることにより、そ

の承認に代えることができる。

（１）法人の場合にあっては代表者等の変更があるとき

（２）補助事業の全部又は一部を他人に承継しようとするとき

（３）補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次の①～②で定める軽微な場合を除く。

①補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より効果

的な補助目的達成に資するものと考えられる場合

②補助目的及び事業能率に関係がない補助事業の細部の変更である場合

（４）補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき

（５）補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の１０

パーセント以内の流用増減を除く。

（６）その他、日バス協が必要と認め指示したとき

２ 日バス協は、前項の計画変更を承認したときは、当該補助事業者に様式第７の補助事業計画変

更等承認通知書により通知するものとする。この場合において、日バス協は必要に応じ交付の決

定の内容を変更し、又は条件を付することができるものとし、交付決定額の変更については、原

則減額とし、増額は行わない。

（債権譲渡の禁止）

第１５条 補助事業者は、第１０条第２項の規定に基づく交付の決定によって生じる権利の全部又

は一部を日バス協の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用

保証協会、資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第１０５号）第２条第３項に規定する特

定目的会社又は中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の２に規定する

金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。

２ 日バス協が第１９条第１項の規定に基づく確定を行った後、補助事業者が前項ただし書に基づ



いて債権の譲渡を行い、補助事業者が日バス協に対し、民法（明治２９年法律第８９号）第４６

７条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律（平成１０年法律第

１０４号。以下「債権譲渡特例法」という。）第４条第２項に規定する通知又は承諾の依頼を行う

場合には、日バス協は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議

を留めるものとする。また、補助事業者から債権を譲り受けた者が日バス協に対し、債権譲渡特

例法第４条第２項に規定する通知若しくは民法第４６７条又は債権譲渡特例法第４条第２項に規

定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。

（１）日バス協は、補助事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、

又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。

（２）債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへ

の質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。

（３）日バス協は、補助事業者による債権譲渡後も、補助事業者との協議のみにより、補助金の

額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異議を申し

立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応に

ついては、専ら補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならな

いこと。

３ 第１項ただし書に基づいて補助事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、日バス

協が行う弁済の効力は、日バス協が支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。

（状況報告）

第１６条 補助事業者は、補助事業の遂行及び支出状況について、日バス協の要請があった場合に

は、速やかに様式第８による補助事業実施状況報告書を日バス協に提出しなければならない。

（事故の報告）

第１７条 補助事業者は、補助事業が第１２条第２項に定める期間内に完了することができないと

見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに様式第９による補助事業事

故報告書を日バス協に提出し、その指示を受けなければならない。

２ 前項の報告書の提出期限は、交付決定通知を受けた日の属する会計年度の１月１０日までとす

る。

（実績報告）

第１８条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（第１４条第１項第４号の規定に基づく補助事

業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。以下同じ。）は、完了した日から３０日以内又は完

了の日の属する会計年度の２月末日のいずれか早い日までに、補助対象経費に係る支払いを完了

させ、様式第１０による補助事業実績報告書に日バス協が定める書類を添付して、日バス協に提

出しなければならない。

２ 補助事業の実施期間内において、日バス協の会計年度が終了したときは、翌年度の４月１０日

までに前項に準ずる実績報告書を日バス協に提出しなければならない。



３ 補助事業者は、第１項に定める実績報告書をやむを得ない理由により提出できない場合は、日

バス協は期限について猶予することができる。

４ 補助事業者は、第１項の実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額

が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

（補助金の額の確定等）

第１９条 日バス協は、前条第１項の補助事業実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書

に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付決定の内容（第１４条第１項の

規定に基づく変更承認をした場合は、その承認された内容）及びこれに付した条件に適合すると

認めたときは、補助対象経費の実績額の１／２以内又は交付決定額のいずれか低い額を交付すべ

き補助金の額と確定し、補助事業者に様式第１１による補助金の額の確定通知書により通知する

ものとする。

２ 日バス協は、第１８条第４項の規定による実績報告がなされたものについては、補助金に係る

消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額するものとする。

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還）

第２０条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税等の申告により補助金に係る消費税等仕入控除

税額が確定した場合には、様式第１２による消費税等仕入控除税額の確定に伴う報告書を速やか

に日バス協に提出しなければならない。

２ 日バス協は、前項の報告書の提出があった場合には、期限を付して補助事業者に当該消費税等

仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

３ 前項の返還期限は、当該請求のなされた日から２０日以内とし、期限内に納付がない場合には、

補助事業者は返還の期限の日の翌日から納付の日までの日数に応じてその未納に係る金額に対し

て年利１０．９５％の割合で計算した延滞金を日バス協に納付しなければならない。

（補助金の支払）

第２１条 補助事業者は、第１９条第１項の規定に基づく補助金の額の確定通知を受けて補助金の

支払いを受けようとするときは、様式第１１による補助金の額の確定通知書を受理した日から７

日以内に、様式第１３による補助金精算払請求書を日バス協に提出しなければならない。

２ 日バス協は前項の請求書の提出を受けて、速やかに補助金を交付するものとする。

（交付決定の取消し等）

第２２条 日バス協は、第１４条第１項第４号の規定による補助事業の全部若しくは一部の中止若

しくは廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、第１０

条第２項の補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又はこの交付決定の内容若しくはこれ

に付した条件を変更することができる。

（１）補助事業者が、適正化法、施行令、その他の法令、要綱、本交付規程の規定若しくは日バ

ス協の指示に違反した時



（２）補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用したとき

（３）補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をしたとき

（４）交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がな

くなったとき

（５）補助事業者が補助事業を実施中に第７条第２項第１号に該当するに至ったとき

（６）前各号に定めるほか、補助金を交付することが不適当であると認める事由があるとき

２ 日バス協は、前項の規定による補助金の交付の取消し又は変更をしたときは、補助事業者に速

やかに様式第１４による補助金交付決定取消通知書によりその旨を通知するものとする。

３ 第１項の規定は、第１９条第１項に規定する補助金の額の確定があった後についても、適用が

あるものとする。

（補助金の返還）

第２３条 日バス協は、前条第１項の規定に基づき補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した

場合にあって、既に補助金を交付しているときは、様式第１５による補助金返還請求書により当

該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

２ 前項の補助金の返還の期限及び延滞金の納付については、第２０条第３項の規定を準用する。

３ 日バス協は、第１項の返還を命ずる場合（第２２条第１項第４号から第６号に掲げる場合を除

く。）には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて当該補助金の額に

対し年利１０．９５％の割合で計算した加算金の納付を命ずることができる。

４ 前項の加算金の納付については、第２項の規定を準用する。

（取得財産等の管理等）

第２４条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」

という。）については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意義務をもって管理し、補

助金の交付目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

２ 補助事業者は、取得財産等について、様式第１６による取得財産等管理台帳等を備え管理しな

ければならない。

３ 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第１８条第１項に定める実績報告書に様

式第１７による取得財産等管理明細表を添付しなければならない。

４ 日バス協は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入が有り、又は有ると見込まれ

るときは、その収入の全部若しくは一部を納付させることができる。

（取得財産等の処分の制限）

第２５条 補助事業者は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が単価５０万円以上の機

械、器具、設備等については、一定期間その処分（補助金の交付の目的に反して使用し、譲り渡

し、交換し、貸し付け、又は担保に供すること等をいう。）を行ってはならない。ただし、第３項

により日バス協から承認を得て行う処分については、この限りではない。

２ 前項の取得財産等の処分を制限する期間は、補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数



等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数とする。

３ 補助事業者は、前項の規定により定められた期限内において処分を制限された取得財産等を処

分しようとするときは、予め様式第１８による財産処分承認申請書を日バス協に提出し、その承

認を受けなければならない。

４ 補助事業者は、第３項の承認後、取得財産等を処分することにより収入が有り、又は有ると見

込まれるときは、速やかに日バス協に報告しなければならない。

５ 日バス協は、前項の場合には期限を付してその収入の全部又は一部の納付を補助事業者に対し

て請求するものとする。ただし、納付を請求することができる額の合計額は、補助金の確定額の

合計額を限度とする。

６ 前項の場合においては、第２０条第３項の規定を準用する。

第４章 雑則

（区分経理）

第２６条 補助事業者は、補助事業の経理について、補助事業以外の経理と明確に区分し、補助事

業の収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、当該会計帳簿及び収支に関する

証拠書類を当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間、日バス協の要求があっ

たときは、いつでも報告に供せるよう保存しておかなければならない。

（日バス協等による調査）

第２７条 日バス協は、補助事業の交付業務の適正な運営を図るために、必要な範囲内において補

助事業者に対し、所要の調査を行うことができるものとする。

２ 日バス協は、日バス協の職員等に前項の調査を行わせることができる。

（１年後における事業実施効果報告）

第２８条 設備機器等を導入した補助事業者は、補助事業終了１年後における事業実施効果につい

て、様式第１９による事業実施効果報告書をデータ取得完了後９０日以内に日バス協に提出する

ものとする。

（２年後以降における事業実施状況報告）

第２９条 設備機器等を導入した補助事業者は、当該事業の実施状況について、様式第２０による

補助事業実施状況報告を当該補助事業の完了した日から２年及び３年が経過する日から３０日以

内に日バス協に報告するものとする。

２ 補助事業者は、事業完了３年経過後においても、当該設備機器等の法定耐用年数が経過するま

での間において、日バス協から実施状況の報告を求められたときは、これに応じなければならな

い。

（附 則）

１ この交付規程は、経済産業大臣の承認を受けた日から施行する。



別表

補助対象経費の区分

（イ）委託費

（ロ）備品費

（ハ）印刷製本費

（二）会場借料

（ホ）運搬費

（へ）講師謝金等

（ト）委員会経費

（チ）職員等旅費

（リ）通信費

（ヌ）機器等借料

（ル）広報宣伝費

（ヲ）消耗品費

（ワ）燃料費

（カ）その他事業を行うために特に必要と認められる経費



（様式第１－１） （１／５） 

平成 年 月 日

公益社団法人日本バス協会

会長 殿

申請者 住 所

氏名又は名称

及び代表者名 印

平成 年度低炭素型自動車交通推進事業費補助金交付申請書

平成 年度低炭素型自動車交通推進事業費補助金の交付を受けたいので、低炭素型自動車交

通推進事業費補助金（バス分野）交付規程第８条第１項の規定に基づき、下記のとおり申請します。

注１：共同事業の場合は、代表申請者を定め、連名で申請すること。（この場合、代表申請者は、代

表申請者と明示すること。）

注２：共同事業の場合は、各共同事業実施者、代表申請者に対して、申請手続き、実績報告及び補

助金支払い請求にかかる手続きのとりまとめを委任する旨の文書を添付すること。

【添付書類】交付申請書には下記の①～②を添付すること。

①様式第１の別紙「補助対象経費算出明細」

②法人登記簿謄本、会社案内、決算報告書（直近２ヶ年分） 



（様式第１－２） （２／５）

記

１.申請者

（ フ リ ガ ナ ）

名 称

（ フ リ ガ ナ ）

代表者役職・氏名

住 所
〒

設 立 年 月 日

（事業開始年月日）

資 本 金

事 業 内 容

従 業 員

申
請
者

（ 団 体 の 場 合 ）

主 要 加 盟 企 業

（ フ リ ガ ナ ）

氏 名

所 属 ・ 役 職

（ フ リ ガ ナ ）

会 社 名

住 所
〒

電 話 番 号
（ 代 表 ・ 直 通 ）

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

連
絡
担
当
窓
口

Ｅ － ｍ ａ ｉ ｌ

注３：共同事業の場合は、各申請者がそれぞれ別葉に記載し、添付すること。



（様式第１－３） （３／５）

２．事業の概要

（１）事業の内容

申請事業の種類・・・低炭素型旅客自動車交通利用促進事業

補助金交付の対象となる事業の取組み

（①～⑦の取組みから２つ以上の組み合わせを選び□にレ点を付けてください。ただし、⑦について

は、⑦の取組みでの２つ以上の組み合わせも対象とします。）

□①ルート・ダイヤの利便性向上に資する取組み □②速達性・定時性向上に資する取組み □③バス停留所利用

圏域の拡大に資する取組み □④価格競争力の向上に資する取組み □⑤わかりやすさの向上に資する取組み

□⑥バス利用率の向上に資する取組み □□⑦その他マイカー利用から路線バス利用への転換促進に資する取組み

事業名 事業内容（概要） 得られる効果（概要）

（２）実施計画…計画している事業内容について記入して下さい。

①実施地域・場所

②計画内容

③評価手法

（３）事業実証期間 （４）効果検証期間

①開始予定日

②完了予定日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

（ 日間）

（５）得られる効果について…定量的な目標を含め記入して下さい。

得られる効果 （具体的に） 

注４：共同事業の場合は、代表申請者が共同申請者の実施分を含め、全体計画をまとめること。

注５：事業内容、実施計画、実施スケジュール、実施予定場所の地図等、詳細を説明する書類（自由書
式）を添付すること。



（様式第１－４） （４／５） 

３．補助金交付申請額（総括）

注６：「補助事業に要する経費」とは、補助事業を行うにあたり必要となる経費をいう。

「補助対象経費」とは、「補助事業に要する経費」のうち、低炭素型自動車交通推進事業（バ

ス分野）交付規程別表に定める経費をいう。

注７：共同申請者がいる場合、共同申請者の金額も含めた合計額を記入して下さい。

注８：補助金交付申請額の上限額は 30,000,000 円、下限額は 3,000,000 円とする。

注９：補助金に係る消費税等仕入控除税額を控除していない場合は、消費税相当額を( )内に記入し

てください。

注１０：自社又は関係会社からの調達分又は収入等がある場合は、利益相当分を差し引いて下さい。

※ 共同事業の場合は、下表に各申請者の内訳を記載すること。

（１）補助事業に要する経費
円

（うち消費税 円）

（２）補 助 対 象 経 費
円

（うち消費税 円）

（３）補 助 金 交 付 申 請 額
円

（うち消費税 円）

申請者名
補助事業に要する経費

（円） 
補助対象経費

（円） 
補助金交付申請額

（円） 
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

合 計



（様式第１－５） （５／５） 

申請者名称：

４．補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金交付申請額

（単位：円） 

注１１：補助事業に要する経費≧補助対象経費となります。

注１２：補助対象経費の区分には、補助対象経費が「無」で補助事業に要する経費が「有」の場合も

記入してください。

５．補助事業に要する経費の運賃収入等内訳

内 訳
運賃収入等

運賃収入 ―― ―― ――

円 円 円 円 円

注１３：運賃収入及び運賃収入以外の収入を記入してください。

６．資金調達計画（補助事業に要する経費）

調達先 補助金 運賃収入等 自己資金 借入金 合計

調達金額 円 円 円 円 円

注１４：共同事業の場合は、各申請者がそれぞれ別葉に記載し、添付すること。

補助対象経費の区分
補助事業に

要する経費
補助対象経費 補助率

補助金

交付申請額

合 計
Ⓐ Ⓑ

運賃収入等
ⓒ

△

ⓒ×Ⓑ／Ⓐ

△

差 引
Ⓓ

１／２ 
Ⓓ×１／２



（様式第１の別紙）

申請者名称：

補助対象経費（円） 積 算 内 訳

補助対象経費算出明細

補助対象経費の区分

合 計

注１：積算内訳には単価×数量を記載してください。また、単価の根拠は、参考見積等を添付する。

注２：交付申請書様式第１－５「４．補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金交付申請額」

のうち、補助対象経費の明細を記入すること。

注３：共同事業の場合は、各申請者がそれぞれ別葉に記載し、添付すること。



（様式第２） 
日バス協第 号

平成 年 月 日

法人にあっては名称

及び代表者の氏名 宛

公益社団法人日本バス協会

会長 印

平成 年度低炭素型自動車交通推進事業費補助金交付決定通知書

平成 年 月 日付け、○○第○号で申請のあった平成 年度低炭素型自動

車交通推進事業費補助金交付申請書については、下記のとおり補助金を交付することに

決定したので、低炭素型自動車交通推進事業費補助金（バス分野）交付規程第１０条第

２項の規定に基づき、通知する。

記

１．補助金の交付対象となる事業の内容は、平成 年 月 日付け、○○第○号

にて申請があった平成 年度低炭素型自動車交通推進事業費補助金交付申請書（以

下「交付申請書」という。）記載のとおりとする。

２．補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の総額は、次のとおりとする。

補助事業に要する経費 金 円

補助対象経費 金 円

補助金の額 金 円

３．補助事業の内容が変更された場合における補助事業に要する経費、補助対象経費及

び補助金の額については、別に通知する。

４．補助対象経費及び補助金の額は、交付申請書記載のとおりとする。

５．補助金の額の確定は、補助対象経費の実支出額の合計額に補助率を乗じて得た額若

しくは交付決定額のいずれか低い額とする。

６．補助事業者は、適正化法、同法施行令及び低炭素型自動車交通推進事業（バス分野）

交付規程の定めるところに従わなければならない。

７．補助金に係る消費税及び地方消費税相当額については、交付規程の定めるところ

により、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかになった場合には、当該

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額することとする。



（様式第３）

日バス協第 号

平成 年 月 日

法人にあっては名称

及び代表者の氏名 宛

公益社団法人日本バス協会

会長 印

平成 年度低炭素型自動車交通推進事業費補助金交付申請不採択通知書

平成 年 月 日付け、○○第○号で申請のあった平成 年度低炭素型自動

車交通推進事業費補助金交付申請書については、不採択としたので、低炭素型自動車交

通推進事業費補助金（バス分野）交付規程第１０条第７項の規定に基づき通知する。

記

１．事業名

２．不採択理由



（様式第４）

平成 年 月 日

公益社団法人日本バス協会

会長 殿

補助事業者 住 所

氏名又は名称

及び代表者名 印

平成 年度低炭素型自動車交通推進事業費補助金交付申請取下書

平成 年 月 日付け、○○第○号で補助金の交付決定のあった平成 年度

低炭素型自動車交通推進事業費補助金については、低炭素型自動車交通推進事業費補助

金（バス分野）交付規程第１１条の規定に基づき、下記のとおり申請を取り下げます。

記

補助金交付申請取下理由

注：共同事業の場合は、代表補助事業者と共同補助事業者が連名で提出すること。



（様式第５）

平成 年 月 日

公益社団法人日本バス協会

会長 殿

補助事業者 住 所

氏名又は名称

及び代表者名 印

平成 年度低炭素型自動車交通推進事業計画変更等承認申請書

平成 年 月 日付け、日バス協第 号で補助金の交付決定通知のあった

平成 年度低炭素型自動車交通推進事業費補助金について、低炭素型自動車交通推

進事業費補助金（バス分野）交付規程第１４条第１項の規定に基づき、下記のとおり

計画変更を申請します。

記

１．変更事項及びその内容

２．計画変更の補助事業に与える影響

３．計画変更後の補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金額（新旧対比）別紙

４．同上の算出基礎

注：共同事業の場合は、代表補助事業者と共同補助事業者が連名で提出すること。



（様式第６）

平成 年 月 日

公益社団法人日本バス協会

会長 殿

補助事業者 住 所

氏名又は名称

及び代表者名 印

平成 年度低炭素型自動車交通推進事業計画変更等届出書

平成 年 月 日付け、日バス協第 号で補助金の交付決定通知のあった

平成 年度低炭素型自動車交通推進事業費補助金について、低炭素型自動車交通推

進事業費補助金（バス分野）交付規程第１４条第１項ただし書きの規定に基づき、下

記のとおり計画変更を届出します。

記

１．変更事項及びその内容

２．計画変更の補助事業に与える影響

３．計画変更後の補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金額・・別紙

４．同上の算出基礎

注：共同事業の場合は、代表補助事業者と共同補助事業者が連名で届出ること。



（様式第７）

日バス協第 号

平成 年 月 日

法人にあっては名称

及び代表者の氏名 宛

公益社団法人日本バス協会

会長 印

平成 年度低炭素型自動車交通推進事業計画変更等承認通知書

平成 年 月 日付けで申請のあった平成 年度低炭素型自動車交通推進

事業計画変更等承認申請については、低炭素型自動車交通推進事業費補助金（バス分野）

交付規程第１４条第２項の規定に基づき、下記のとおり通知する。

記

１．審査結果

２．承認の条件

３．不承認の理由



（様式第８）

平成 年 月 日

公益社団法人日本バス協会

会長 殿

補助事業者 住 所

氏名又は名称

及び代表者名 印

平成 年度低炭素型自動車交通推進事業実施状況報告書

平成 年 月 日付け、 第 号で補助金の交付決定通知のあった平成

○○年度低炭素型自動車交通推進事業費補助金について、低炭素型自動車交通推進事業

費補助金（バス分野）交付規程第１６条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

記

１．補助事業の実施状況

２．補助事業に要する経費の使用状況・・（別紙）

注：共同事業の場合は、代表補助事業者と共同補助事業者が連名で報告すること。



（様式第８ 別紙）

平成 年度補助事業に要する経費の使用状況

（単位：円）

補助事業に要する経費
補助事業に要する経費

区 分 の 合 計 支出実績額

（年月日～年月日）

支出見込額

（年月日～年月日）
合 計

小計

小計

小計

合 計

※経費区分ごとに小計を記入するとともに合計も記入すること。



（様式第９）

平成 年 月 日

公益社団法人日本バス協会

会長 殿

補助事業者 住 所

氏名又は名称 
及び代表者名 印

平成 年度低炭素型自動車交通推進事業費補助金事故報告書

平成 年 月 日付け、日バス協第 号で補助金の交付決定通知のあった平

成 年度低炭素型自動車交通推進事業費補助金について、事故が生じましたので、低

炭素型自動車交通推進事業費補助金（バス分野）交付規程第１７条第１項の規定に基づ

き、下記のとおり報告します。

記

１．事故の原因及び内容

２．事故に係る金額

３．事故に対して採った措置

４．補助事業の遂行及び完了の予定

注：共同事業の場合は、代表補助事業者と共同補助事業者が連名で報告すること。



（様式第１０－１） （１／５） 
平成 年 月 日

公益社団法人日本バス協会

会長 殿

補助事業者 住 所

氏名又は名称

及び代表者名 印

平成 年度低炭素型自動車交通推進事業実績報告書

平成 年 月 日付け、日バス協第 号で補助金の交付決定通知のあった平成 年

度低炭素型自動車交通推進事業費補助金について、低炭素型自動車交通推進事業費補助金（バス

分野）交付規程第１８条第１項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

注１：共同事業の場合は、代表補助事業者と共同補助事業者が連名で報告する。

【添付書類】実績報告書には、下記の①～③を添付すること。

①様式第１０の別紙１「補助対象経費算出明細」

②様式第１０の別紙２「補助対象経費使用明細書」

③様式第１７「取得財産等管理明細表」



（様式第１０－２） （２／５）

１．補助事業者

（ フ リ ガ ナ ）

名 称

（ フ リ ガ ナ ）

代表者役職・氏名

補
助
事
業
者

住 所
〒

（ フ リ ガ ナ ）

氏 名

所 属 ・ 役 職

（ フ リ ガ ナ ）

会 社 名

住 所
〒

電 話 番 号
（ 代 表 ・ 直 通 ）

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

連
絡
担
当
窓
口

Ｅ － ｍ ａ ｉ ｌ

注２：共同事業の場合は、各補助事業者がそれぞれ別葉に記載し、添付すること。



（様式第１０－３） （３／５）

２．事業の概要

（１）事業の内容

事業名 事業内容

（２）実施内容…実施した具体的な内容について記入して下さい。

（３）事業実証期間 （４）効果検証期間

①開始日

②完了日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

（ 日間）

（５）得られた効果について…この事業により得られた効果について定量的に記入して下さい。

（交付申請時の目標に対する達成度についても要因分析の上、具体的に記入して下さい。）

注３：代表補助事業者が共同補助事業者の実施分を含め、全体内容をまとめること。

注４：実施内容、得られた効果、実施期間、波及効果等、詳細を説明する書類（自由書式）を添付

すること。



（様式第１０－４） （４／５）

３．補助金交付額（総括）

注５：「補助事業に要した経費」とは、補助事業を行うにあたり必要となった経費をいう。

「補助対象経費」とは、「補助事業に要した経費」のうち、低炭素型自動車交通推進事業（バ

ス分野）交付規程別表に定める経費をいう。

注６：共同補助事業者がいる場合、共同補助事業者の金額も含めた合計額を記入して下さい。

注７：補助金交付額の上限額は 30,000,000 円、下限額は 3,000,000 円とする。

注８：補助金に係る消費税等仕入控除税額を控除していない場合は、消費税相当額を( )内に記入し

てください。

注９：自社又は関係会社からの調達分又は収入等がある場合は、利益相当分を差し引いて下さい。

※ 共同事業の場合は、下表に各補助事業者の内訳を記載すること。

（１）補助事業に要した経費
円

（うち消費税 円）

（２）補 助 対 象 経 費
円

（うち消費税 円）

（３）補 助 金 交 付 額
円

（うち消費税 円）

補助事業者名
補助事業に要した経費

（円） 
補助対象経費

（円） 
補助金交付額

（円） 
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

合 計



（様式第１０－５） （５／５）

補助事業者名称：

４．補助事業に要した経費、補助対象経費及び補助金交付額

（単位：円）

補助対象経費の区分
補助事業に

要した経費
補助対象経費 補助率 補助金交付額

合 計
Ⓐ Ⓑ

運賃収入等
ⓒ

△

ⓒ×Ⓑ／Ⓐ

△

差 引
Ⓓ

１／２ 
Ⓓ×１／２

注１１：補助事業に要する経費≧補助対象経費となります。

注１２：補助対象経費の区分には、補助対象経費が「無」で補助事業に要した経費が「有」の場合も

記入してください。

５．補助事業に要する経費の運賃収入等内訳

内 訳
運賃収入等

運賃収入 ―― ―― ――

円 円 円 円 円

注１３：運賃収入及び運賃収入以外の収入を記入してください。

注１４：共同事業の場合は、各補助事業者がそれぞれ別葉に記載し、添付すること。



（様式第１０の別紙１）

補助事業者名称：

補助対象経費（円） 積 算 内 訳

補助対象経費算出明細

補助対象経費の区分

合 計

注１：積算内訳には単価×数量を記載してください。

注２：実績報告書様式第１０－５「４．補助事業に要した経費、補助対象経費及び補助金交付額」のう

ち、補助対象経費の明細を記入すること。

注３：共同事業の場合は、各補助事業者がそれぞれ別葉に記載し、添付すること。



（様式第１０の別紙２）

補助対象経費使用明細書

区分 補助事業者名称

整理番号 年 月 日 支 払 先 内 訳 金 額

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

合 計

注１：補助対象経費の区分別に整理し、伝票類（領収書、請求書、見積書等の経理証拠書類の写し）

及び物品購入費、外注費等にあたっては仕様書、契約書等の写しを添付すること。

なお、伝票類等を添付する際には、明細書の当該整理番号を記述して整理する。

注２：共同事業の場合は、各補助事業者がそれぞれ別葉に記載し、添付すること。



（様式第１１） 
日バス協第 号

平成 年 月 日

法人にあっては名称

及び代表者の氏名 宛

公益社団法人日本バス協会

会長 印

平成 年度低炭素型自動車交通推進事業費補助金の額の確定通知書

平成 年 月 日付け、平成 年度低炭素型自動車交通推進事業実績報告書

については、低炭素型自動車交通推進事業費補助金（バス分野）交付規程第１９条第１

項の規定に基づき、下記のとおり補助金の額を確定したので通知する。

記

金 円

注：共同補助事業者がいる場合は、各補助事業者分の内訳を作成し、添付する。



（様式第１２）

平成 年 月 日

公益社団法人日本バス協会

会長 殿

補助事業者 住 所

氏名又は名称

及び代表者名 印

平成 年度低炭素型自動車交通推進事業費補助金に係る消費税額

及び地方消費税額の確定に伴う報告書

平成 年 月 日付け、日バス協第 号で額の確定通知のあった平成 年

度低炭素型自動車交通推進事業費補助金に係る補助対象事業の消費税について、低炭素

型自動車交通推進事業費補助金（バス分野）交付規程第２０条第１項の規定に基づき、

下記のとおり報告します。

記

１．補助金額（交付規程第１９条第１項による額の確定額）

円

２．補助金の確定時における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

円

３．消費税額及び地方消費税額の確定に伴う補助金に係る消費税及び地方消費税に

係る仕入控除税額

円

４．補助金返還相当額（３．から２．を引いたもの）

円

（注１） 別紙として積算の内訳を添付すること。

（注２） 共同事業の場合は、各補助事業者の内訳を作成し、添付すること。



（様式第１３） 
平成 年 月 日

公益社団法人日本バス協会

会長 殿

補助事業者 住 所

氏名又は名称

及び代表者名 印

平成 年度低炭素型自動車交通推進事業費補助金精算払請求書

平成 年 月 日付け、日バス協第 号で補助金の額の確定通知のあった標

記補助金について、低炭素型自動車交通推進事業費補助金（バス分野）交付規程第２１

条第１項の規定に基づき、下記のとおり請求します。

記

１．補助金の額の確定日

２．補助金の額の確定額 金 円

３．請求金額 金 円

４．補助金の振込先

（１）受 取 人 住所

（口座名義人） 名称

カナ名称

（２）振込先金融機関及び支店名

（３）預 金 種 別

（４）口 座 番 号

注：共同事業の場合は、代表補助事業者と共同補助事業者が連名で請求することとし、

補助金の振込先は代表補助事業者に行います。



（様式第１４） 
日バス協第 号

平成 年 月 日

法人にあっては名称

及び代表者の氏名 宛

公益社団法人日本バス協会

会長 印

平成 年度低炭素型自動車交通推進事業費補助金交付決定取消通知書

平成 年 月 日付け、日バス協第 号で交付を決定した標記補助事業につ

いては、低炭素型自動車交通推進事業費補助金（バス分野）交付規程第２２条第２項の

規定に基づき、補助金の交付決定を取消す。

記

交付決定取消理由

注：交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更したときは、これに準じて通知す

る。 



（様式第１５） 
日バス協第 号

平成 年 月 日

法人にあっては名称

及び代表者の氏名 宛

公益社団法人日本バス協会

会長 印

平成 年度低炭素型自動車交通推進事業費補助金返還請求書

平成 年 月 日付け、平成 年度低炭素型自動車交通推進事業費補助金精

算払請求書に基づく補助金の支払について、低炭素型自動車交通推進事業費補助金（バ

ス分野）交付規程第２３条第１項の規定に基づき、下記のとおり補助金の返還を命ずる。

記

１．補助金交付金額

２．補助金返還金額

３．補助金返還期日



（様式第１６） 

取得財産等管理台帳

補助事業者名：

区分 財産名 規格 数量 単価（円）金額（円） 取得年月日 耐用年数 保管場所 補助率 備考

（注） 
１．対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が低炭素型自動車交通推進

事業（バス分野）交付規程第２５条第１項に定める処分制限額以上の財産とする。

２．財産名の区分は、（ア）事務用備品、（イ）事業用備品、（ウ）書籍、資料、図面類、

（エ）無体財産権（産業財産権等）、（ホ）その他の物件（不動産及びその従物）とす

ること。

３．数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は

分割して記載すること。

４．取得年月日は、検収年月日を記載すること。

５．共同事業の場合は、各補助事業者がそれぞれ別葉に作成すること。



（様式第１７） 

取得財産等管理明細表（平成 年度）

補助事業者名

区分 財産名 規格 数量
単価

（円）

金額

（円） 
取得年月日

耐用

年数
保管場所 補助率 備考

（注）

１．対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が低炭素型自動車交通推
進事業（バス分野）交付規程第２５条第１項に定める処分制限額以上の財産とす
る。

２．財産名の区分は、（ア）事務用備品、（イ）事業用備品、（ウ）書籍、資料、図面
類、（エ）無体財産権（産業財産権等）、（オ）その他の物件（不動産及びその従
物）とすること。

３．数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は
分割して記載すること。

４．取得年月日は、検収年月日を記載すること。

５．共同事業の場合は、各補助事業者がそれぞれ別葉に作成すること。



（様式第１８）

平成 年 月 日

公益社団法人日本バス協会

会長 殿

補助事業者 住 所

氏名又は名称

及び代表者名 印

平成 年度低炭素型自動車交通推進事業財産処分承認申請書

平成 年度低炭素型自動車交通推進事業費補助金に係る補助対象事業により取得

した財産を処分したいので、低炭素型自動車交通推進事業費補助金（バス分野）交付規

程第２５条第３項の規定に基づき、下記のとおり申請します。

記

１．処分しようとする財産の明細（別紙）

２．処分の内容

３．処分の理由

４．相手方（住所、氏名、使用の場所及び目的）

５．処分の条件

（注１）売却、譲渡、交換、貸与、担保提供の相手方のある場合は、それぞれの相手方

及び条件について記載すること。

（注２）共同事業の場合は、代表補助事業者と共同補助事業者が連名で申請すること。



（様式第１８の別紙）

処分しようとする財産の明細

財産の名称 仕様 数量 処分の方法 備考

（注）

１．処分の方法として売却、譲渡、交換、貸与、担保提供等の別を記載する。自己使用

の場合は、用途を記載すること。

２．取得財産が共有の場合は、備考に共有相手及び共有比率を記載すること。



（様式第１９）

平成 年 月 日

公益社団法人日本バス協会

会長 殿

補助事業者 住 所

氏名又は名称

及び代表者名 印

平成 年度低炭素型自動車交通推進事業実施効果報告書

平成 年度低炭素型自動車交通推進事業費補助金に係る補助事業について、低炭

素型自動車交通推進事業費補助金（バス分野）交付規程第２８条の規定に基づき、別紙

のとおり事業実施効果を報告します。

注１：共同事業の場合は、代表補助事業者と共同補助事業者が連名で報告すること。



（様式第１９の別紙）

補助事業実施効果報告書

１．事業名

２．実施内容

３．実施効果

４．波及効果

注２：共同事業の場合は、代表補助事業者が共同補助事業者の実施分を含め補助事業全

体をとりまとめること。

注３：実施内容、実施効果、波及効果等、詳細を説明する書類（自由書式）を添付する

こと。



（様式第２０）

平成 年 月 日

公益社団法人日本バス協会

会長 殿

補助事業者 住 所

氏名又は名称

及び代表者名 印

補助事業実施状況報告書

平成 年度低炭素型自動車交通推進事業費補助金に係る補助金交付を受けた事業

について、炭素型自動車交通推進事業費補助金（バス分野）交付規程第２９条第１項の

規定に基づき、下記のとおり実施状況を報告します。

記

実施状況（設備・機器等の利用状況、事業の普及状況等）

注１．共同事業の場合は、代表補助事業者が共同補助事業者の実施分を含めてとりまと

め、報告すること。

注２．必要に応じて、実施状況の詳細を説明した書類（自由書式）を添付すること

注３．当該補助事業の完了した日から２年及び３年が経過する日から起算して３０日以

内に提出すること。


